
求
職
者
の
た
め
の

移
動
相
談
コ
ー
ナ
ー

〜
よ
い
仕
事
見
つ
け
た
い

あ
な
た
に
助
言
し
ま
す
〜

雇
用
の
改
善
・
維
持
を
は
か
る

た
め
、
求
職
者
を
対
象
に
移
動
相

談
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
社
会
保
険
労
務
士
、
キ
ャ
リ

ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
ら
が
ア
ド
バ

イ
ス
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
と
き
／
１
月
16
日
�

午
前
11
時
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
カ
ル
デ
ィ
ア
店

■
相
談
内
容

・
就
職
活
動
の
方
法

・
働
き
続
け
る
た
め
の
諸
問
題

・
雇
用
情
勢
と
企
業
が
求
め
る
人

材
・
仕
事
に
対
す
る
自
ら
の
適
性
や

ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト

・
求
人
情
報
の
と
ら
え
方

・
求
職
支
援
、
職
業
訓
練
制
度
、

能
力
開
発
な
ど

■
相
談
料
／
無
料

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
県
地
域
労
使
就
職
支
援
機
構

（
�
８
２
１
・
０
０
０
３
）ま
で

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
く
ら

し
の
相
談
所

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
で
は
、
県

民
の
皆
さ
ん
へ
の
奉
仕
活
動
と
し

て
、無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
と
き
／
１
月
30
日
�

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ
／
新
京
橋
プ
ラ
ザ

高
知
市
帯
屋
町
１
ー
11
ー
40

■
相
談
内
容
／
訴
訟
、
破
産
、
支

払
督
促
、
税
金
、
相
続
登
記
、

会
社
の
登
記
、
遺
言
、
地
代
、

家
賃
、
近
隣
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

■
相
談
担
当
（
予
定
）

社
会
保
険
労
務
士
・
弁
護
士
・

税
理
士
・
司
法
書
士
・
行
政
書

士
・
建
築
士
な
ど

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
り
ょ
う
ま
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ

ブ
　
岡
村
敬
造

（
�
０
９
０
・
３
７
８
７
・
０
４

６
２
）ま
で

法
務
局
く
ら
し
の
相
談
所

高
知
地
方
法
務
局
で
は
、
県
民

の
皆
さ
ん
に
法
務
局
の
業
務
内
容

を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
親
し
み
を

持
っ
て
法
務
局
を
利
用
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
無
料
相
談
所
を
開
設

し
ま
す
。

相
続
登
記
や
会
社
の
登
記
、
遺

言
、
地
代
、
家
賃
、
隣
近
所
や
お

子
様
の
こ
と
な
ど
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
と
き
／
２
月
６
日
�

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ

・
新
京
橋
プ
ラ
ザ

高
知
市
帯
屋
町
１
ー
11
ー
40

・
土
佐
山
田
町
立
中
央
公
民
館

土
佐
山
田
町
宝
町
２
ー
１
ー
27

他
県
内
４
カ
所
で
開
設

■
相
談
内
容
／
登
記
・
供
託
・
戸

籍
・
国
籍
・
人
権
に
関
す
る
相

談
全
般

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
地
方
法
務
局
土
佐
山
田
支
局

総
務
係

（
�
０
８
８
７
・
５
２
・
３
０
４

９
）ま
で

広広報報ななんんここくく１１月月号号20

災
害
続
き
の
年
は
も
う
う
ん
ざ
り
。
平
成
17
年
は
災
害
の
な
い
年
に
な
れ
ば
い
い
な
あ
。

市市
民民
かか
らら
のの
おお
便便
りり

INFORMATIONINFORMATION

2005年 農林業センサスに
　ご協力をお願いします！
5552005200520052005年5年年年年年年 農林業センサスに農林業センサスに農林業センサスに農林業センサスに農林業センサスに農林業センサスに

　ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いしますご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！
　農林水産省では、平成17年２月１日現在で2005年
農林業センサスを実施します。
　農林業センサスとは、我が国の農林業の実体を明
らかにする目的で行われる調査で、全国の農家・林
家などすべての農林業を営む事業体を対象として行
う「農林業に関する国勢調査」ともいうべき大切な
調査です。
　調査結果は、各種農業施策の企画や実施のための
重要なデータになるほか、農村地域の整備などまち
づくりに欠かせない資料として利用されます。
なお、調査の内容は統計作成以外の目的には使用
されません。平成17年の１月から２月にかけて
調査員がお伺いしますので、調査にご協力を
お願いします。

※お問い合わせは
　企画課広報統計係（�８８０ー６５５３）まで



広広報報ななんんここくく１１月月号号 21

子
宮
が
ん
施
設
検
診

■
と
き
／
２
月
14
日
�
・
17
日
�

■
受
付
時
間

午
後
２
時
、
午
後
２
時
30
分
、

午
後
３
時
、
午
後
３
時
30
分
、

午
後
４
時

■
と
こ
ろ
／
な
ん
ご
く
産
婦
人
科

■
対
象

20
歳
以
上
の
市
民

■
検
診
料
／
子
宮
頚
が
ん
800
円

■
定
員
／
１
日
先
着
20
名

■
申
込
締
切
／
１
月
31
日
�

■
備
考
／
４
月
１
日
以
降
、
市
役

所
が
行
っ
た
子
宮
が
ん
検
診
を

受
け
ら
れ
た
方
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
検
診
の
み
の
対

応
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

保
険
診
療
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
申
込
先
・
お
問
い
合
わ
せ
は

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
�
８
６
３
・
７
３
７
３
）ま
で

最
低
賃
金
の
お
知
ら
せ

〜
職
場
を
支
え
る
あ
の
人
の

最
低
賃
金
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？
〜

県
下
の
最
低
賃
金
は
次
の
と
お

り
で
す
。
詳
細
は
高
知
労
働
局
ま

た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
高
知
県
最
低
賃
金
（
平
成
14
年

10
月
１
日
）
時
間
額
611
円

▼
電
子
応
用
装
置
、
電
子
部
品
・

デ
バ
イ
ス
製
造
業
（
平
成
16
年

12
月
30
日
）
時
間
額
704
円

▼
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業
（
平

成
10
年
12
月
30
日
）〔
大
型
貨

物
自
動
車
運
転
業
務
従
事
者
〕

日
額
７
千
280
円
　
時
間
額
910
円

※
お
問
い
合
わ
せ
は

高
知
労
働
局
賃
金
室

（
�
８
８
５
・
６
０
２
４
）ま
で

　今年成人式を迎えられた皆さん、おめでとう
ございます。日本に住んでいる20歳以上60歳未
満のすべての方は、必ずなんらかの公的年金に
加入することになっています。20歳になると、
すでに就職して厚生年金保険や共済組合に加入
している方を除き、国民年金に加入することに
なります。（学生・フリーター・無職の方も含
みます。また、すでに結婚して会社員や公務員
の配偶者に扶養されている場合は、第３号被保
険者となりますので、配偶者の勤務先を通じて
届出をしてください）。
 南国社会保険事務所から送付される年金手帳
には生涯を通じて使用される基礎年金番号が記
載されていますので、大切に保管してください。
 国民年金は「世代と世代の支え合い」で成り
立っているため、皆さんが納める保険料は自分
の年金のためだけでなく、現在年金を受けてい
る方に支払われる年金の財源にもなっています。
20歳を迎え年金制度を支える担い手になるわけ
ですから、きちんと保険料を納めるようにしま
しょう。
 なお、経済的な理由で保険料を納めることが
困難な方は、前年の所得（本人・配偶者・世帯

 老齢の年金を受けている方には、毎年１月末
までに「源泉徴収票」が、社会保険業務センタ
ーから送られてきます。
　この源泉徴収票には、平成16年中に支払われ
た年金額、年金から差し引かれた所得税額、扶
養親族などの内訳などが記載されています。
　年金の他に収入がある方などは確定申告が必
要になりますが、その際この源泉徴収票が必要
となりますので、大切に保管してください。

※お問い合わせは
　市民課年金係（�８８０－６５５５）
　南国社会保険事務所（�８６４－１１１１）

主）が基準以下であれば保険料の支払いが免除
される「申請免除制度」があります。また、学
生で収入が少ない方は保険料の支払いが卒業ま
で猶予される「学生納付特例制度」があります。
これらの期間は、将来老齢基礎年金を受けるた
めに必要な資格期間に含まれますので、忘れず
きちんと手続きをしましょう。
 申請先はいずれも市役所市民課年金係です。

INFORMATIONINFORMATION

平
成
16
年
は
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
鳥
に
と
っ
て
は
受
難
の
年
で
し
た
ね
。
平
成
17
年
は
酉
年
。
穏
や
か
な
年
で
あ
る
よ
う
に
。

市市
民民
かか
らら
のの
おお
便便
りり

南国警察署からのお知らせ南国警察署からのお知らせ南国警察署からのお知らせ南国警察署からのお知らせ

知っていますか？知っていますか？

※お問い合わせは
南国警察署（�８６３ー０１１０）まで

１月１月1010日は「日は「110110番の日」です番の日」です
事件・事故は110番
相談は♯9110（警察相談専用電話）を
ご利用ください。


